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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
組織部位へのアクセスを可能にするための外科手術用入口装置であって、
　身体組織内に位置決めするための寸法にされた入口部材であって、該入口部材は、組織
部位にアクセスを提供する通路を有し、そして該組織部位に隣接した外科手術手順を実施
する際に使用される外科手術用物体の導入を可能にする、入口部材；ならびに
　該入口部材に対して設置されてシール軸を規定する、入口シールであって、該入口シー
ルは、弾性部材および少なくとも１つの繊維ループを備え、該弾性部材は、該シール軸に
沿った該外科手術用物体の通過を可能にするための入口穴を規定し、そして該外科手術用
物体に対してシールされた関係を確立するように適合されており、そして該少なくとも１
つの繊維ループは、該弾性部材に少なくとも部分的に包埋されており、該繊維ループは、
内側ループ部分および外側ループ部分を備え、該内側ループ部分は、該入口穴に少なくと
も部分的に外接し、そして該入口穴への該外科手術用物体の挿入の際に、半径方向外向き
への移動に供され、そして該外側ループ部分は、該内側ループ部分の半径方向外向きへの
移動の間に、半径方向内向きへの移動に供される、入口シール、
を備える、外科手術用入口装置。
【請求項２】
前記少なくとも１つの繊維ループが、前記外側ループ部分の半径方向内向きへの移動の際
に前記外科手術用物体の周りに前記弾性部材を圧縮するように適合されている、請求項１
に記載の外科手術用入口装置。
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【請求項３】
前記少なくとも１つの繊維ループが、非弾性の材料の可撓性の細いストランドを備える、
請求項２に記載の外科手術用入口装置。
【請求項４】
前記少なくとも１つの繊維ループが、前記入口穴を囲んでループ構造を規定する、請求項
１に記載の外科手術用入口装置。
【請求項５】
前記ループ構造が、長形であり、そして前記シール軸に対して中心をずらして位置する、
請求項４に記載の外科手術用入口装置。
【請求項６】
前記少なくとも１つの繊維ループが、連続的なループ部材を規定する、請求項１に記載の
外科手術用入口装置。
【請求項７】
前記内側ループ部分が少なくとも部分的に重なるように前記シール軸に対して配置された
第一の繊維ループおよび第二の繊維ループを備える、請求項６に記載の外科手術用入口装
置。
【請求項８】
前記第一の繊維ループと第二の繊維ループとが、直径に沿って反対側にある関係で配置さ
れている、請求項７に記載の外科手術用入口装置。
【請求項９】
２対の第一の繊維ループおよび第二の繊維ループを備える、請求項８に記載の外科手術用
入口装置。
【請求項１０】
組織部位へのアクセスを可能にするための外科手術用入口装置であって、
　身体組織内への位置決めのための寸法にされた入口部材であって、該入口部材は、組織
部位へのアクセスを提供する通路を有し、そして該組織部位に隣接した外科手術手順を実
施する際に使用される外科手術用物体の導入を可能にする、入口部材；ならびに
　該入口部材に対して設置され、そしてシール軸を規定する入口シールであって、該入口
シールは、弾性部材および複数の繊維ループを備え、該弾性部材は、該シール軸に沿った
該外科手術用物体の通過を可能にするためのオリフィスを規定し、そして該複数の繊維ル
ープは、該弾性部材に少なくとも部分的に包埋されており、該繊維ループは、該シール軸
の周りに配置されており、そしてそれぞれの内側ループ部分および外側ループ部分を有し
、該内側ループ部分は、該オリフィスに少なくとも部分的に外接し、そして該外側ループ
部分は、該内側ループ部分が半径方向にずれる際に半径方向内向きのずれが生じ、該内側
ループ部分は、該外科手術用物体の挿入の際に半径方向に移動して、該外側ループ部分の
対応する半径方向内向きへの移動を引き起こすように適合されており、これによって、該
外科手術用物体の周りで該外科手術用物体に対してシールするように該弾性部材を引く、
入口シール、
を備える、外科手術用入口装置。
【請求項１１】
前記弾性部材が、セプタムシールであり、該弾性部材が、平坦なシールを規定する、請求
項１０に記載の外科手術用入口装置。
【請求項１２】
少なくとも１つの繊維ループが、前記平坦なシールから長手軸方向に突出するような寸法
にされている、請求項１１に記載の外科手術用入口装置。
【請求項１３】
前記少なくとも１つの繊維ループの前記内側ループ部分が、前記外科手術用物体の挿入の
際に長手軸方向への移動に供され、該内側ループ部分の該長手軸方向への移動は、該少な
くとも１つの繊維ループの前記外側ループ部分の半径方向内向きへの移動に関連する、請
求項１２に記載の外科手術用入口装置。
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【請求項１４】
　前記入口シールは、平坦な構成を有するセプタムシールである、請求項１に記載の外科
手術用入口装置。
【請求項１５】
　前記弾性部材は前記通路を直接囲む内側部分、および該内側部分を半径方向に囲む外側
部分を規定し、該外側部分は該弾性部材の外周まで延び、ここで、前記繊維ループは、該
弾性部材の該内側部分および該外側部分の両方に延びる、請求項１４に記載の外科手術用
入口装置。
【請求項１６】
　前記繊維ループが前記弾性部材に包埋される、請求項１に記載の外科手術用入口装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、２００７年５月３０日に出願された、米国仮出願番号６０／９３２，３３０の
利益および優先権を主張する。この米国仮出願の全内容は、本明細書中に参考として援用
される。
【０００２】
　（技術分野）
　本開示は、一般に、外科手術用器具との流体密接続を維持するためのシールを使用する
、入口装置に関する。特に、本開示は、この器具の挿入の際に好都合に変形するように適
合されたシールを使用する、入口装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（関連技術の背景）
　外科手術手順（例えば、腹腔鏡手順、関節鏡手順、および内視鏡手順）は、一般に、少
なくとも部分的に最小侵襲性である。なぜなら、必要とされる切開が比較的小さく、おそ
らく長さが１インチ（約２．５４ｃｍ）以下であるからである。小さい切開は好ましい。
なぜなら、小さい切開は、身体組織に対する外傷が固有に小さいからである。また、小さ
い切開は、内部器官を外部環境の汚染物質に最小限に曝露するのみである。従って、小さ
い切開は、従来の外科手術のために必要とされる大きい切開において通常であるよりも、
短期間の病院での滞在、ならびにより少ない疼痛および瘢痕でのより迅速な回復を可能に
する。
【０００４】
　内視鏡外科手術は、この目的で特別に設計された器具の利用可能性に部分的に起因して
、可能である。例えば、カニューレは、直径が代表的に５ｍｍ～１３ｍｍの細長い管であ
り、小さい切開を通して挿入されて、手術部位に隣接する内部体腔への作業導管を提供す
る、遠位端を有するように構成され得る。この体腔は、しばしば、通気ガス（例えば、二
酸化炭素）で膨張させられて、生命の維持に必要不可欠な器官から体壁を離す。これによ
り、外科医が周囲の組織を損傷することなく観察器具を導入し得るか、または道具を適所
に操縦し得る空間が提供される。次いで、他の種々の器具が、作業空間および手術部位へ
のアクセスのために、このカニューレを通して挿入され得、そして引き抜かれ得る。カニ
ューレを通ってぴたりとはまるため、かつ切開から遠く離れた組織を外科医が操作するこ
とを可能にするために、内視鏡外科手術のために適合される器具は、代表的に、長くて細
い円筒形シャフトを備える。このシャフトの遠位端の道具がカニューレを通して挿入され
得、そして身体内で手術部位の近くに位置決めされ、一方で、このシャフトの近位端の作
業ヘッドは、外部環境に残り、この道具を制御するために外科医により操作される。
【０００５】
　内視鏡手順は、一般に、患者の身体に挿入される任意の器具がシールされることを必要
とする。すなわち、通気ガス、血液および他の流体が、このカニューレを通って身体から
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逃れないことを確実にするための準備がなされなければならない。さらに、シールは、外
部環境による体腔の汚染を防止するように働く。このような流体密シールが存在しない場
合、最小侵襲性外科手術に付随する利点の多くが失われる。カニューレは、しばしば、可
撓性材料（例えば、エラストマー）の座金形のリングを備え、このリングは、外科手術用
器具の円筒形シャフトを収容するような大きさにされる。このシール材料を通るオリフィ
スは、挿入されるべき器具よりわずかに小さい大きさにされ得、その結果、このシール材
料の中心部分は、この器具により移動させられ得、そしてこのシャフトとの接触を維持す
る。作製されるシールの質は、このシャフトと接触するシール材料の量に部分的に依存す
る。空気および通気ガスの漏れは、接触する材料の量が不十分である場合に起こり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、器具との強力な係合を提供し得るシールを有するカニューレが必要とされてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、例えば、以下を提供する：
　（項目１）
組織部位へのアクセスを可能にするための外科手術用入口装置であって、
　身体組織内に位置決めするための寸法にされた入口部材であって、該入口部材は、組織
部位にアクセスを提供する通路を有し、そして該組織部位に隣接した外科手術手順を実施
する際に使用される外科手術用物体の導入を可能にする、入口部材；ならびに
　該入口部材に対して設置されてシール軸を規定する、入口シールであって、該入口シー
ルは、弾性部材および少なくとも１つの繊維ループを備え、該弾性部材は、該シール軸に
ほぼ沿った該外科手術用物体の通過を可能にするための入口穴を規定し、そして該外科手
術用物体に対して実質的にシールされた関係を確立するように適合されており、そして該
少なくとも１つの繊維ループは、該弾性部材に少なくとも部分的に包埋されており、該繊
維ループは、内側ループ部分および外側ループ部分を備え、該内側ループ部分は、該入口
穴に少なくとも部分的に外接し、そして該入口穴への該外科手術用物体の挿入の際に、半
径方向外向きへの移動に供され、そして該外側ループ部分は、該内側ループ部分の半径方
向外向きへの移動の間に、半径方向内向きへの移動に供される、入口シール、
を備える、外科手術用入口装置。
【０００８】
　（項目２）
上記少なくとも１つの繊維ループが、上記外側ループ部分の半径方向内向きへの移動の際
に上記外科手術用物体の周りに上記弾性部材を圧縮するように適合されている、項目１に
記載の外科手術用入口装置。
【０００９】
　（項目３）
上記少なくとも１つの繊維ループが、実質的に非弾性の材料の可撓性の細いストランドを
備える、項目２に記載の外科手術用入口装置。
【００１０】
　（項目４）
上記少なくとも１つの繊維ループが、上記入口穴を実質的に囲んでループ構造を規定する
、項目１に記載の外科手術用入口装置。
【００１１】
　（項目５）
上記ループ構造が、長形であり、そして上記シール軸に対して中心をずらして位置する、
項目４に記載の外科手術用入口装置。
【００１２】
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　（項目６）
上記少なくとも１つの繊維ループが、連続的なループ部材を規定する、項目１に記載の外
科手術用入口装置。
【００１３】
　（項目７）
上記内側ループ部分が少なくとも部分的に重なるように上記シール軸に対して配置された
第一の繊維ループおよび第二の繊維ループを備える、項目６に記載の外科手術用入口装置
。
【００１４】
　（項目８）
上記第一の繊維ループと第二の繊維ループとが、ほぼ直径に沿って反対側にある関係で配
置されている、項目７に記載の外科手術用入口装置。
【００１５】
　（項目９）
２対の第一の繊維ループおよび第二の繊維ループを備える、項目８に記載の外科手術用入
口装置。
【００１６】
　（項目１０）
組織部位へのアクセスを可能にするための外科手術用入口装置であって、
　身体組織内への位置決めのための寸法にされた入口部材であって、該入口部材は、組織
部位へのアクセスを提供する通路を有し、そして該組織部位に隣接した外科手術手順を実
施する際に使用される外科手術用物体の導入を可能にする、入口部材；ならびに
　該入口部材に対して設置され、そしてシール軸を規定する入口シールであって、該入口
シールは、弾性部材および複数の繊維ループを備え、該弾性部材は、該シール軸にほぼ沿
った該外科手術用物体の通過を可能にするためのオリフィスを規定し、そして該複数の繊
維ループは、該弾性部材に少なくとも部分的に包埋されており、該繊維ループは、該シー
ル軸の周りに配置されており、そしてそれぞれの内側ループ部分および外側ループ部分を
有し、該内側ループ部分は、該オリフィスに少なくとも部分的に外接し、そして該外側ル
ープ部分は、該シール軸に対してずれており、該内側ループ部分は、該外科手術用物体の
挿入の際に半径方向に移動して、該外側ループ部分の対応する半径方向内向きへの移動を
引き起こすように適合されており、これによって、該外科手術用物体の周りで該外科手術
用物体に対して実質的にシールするように該弾性部材を引く、入口シール、
を備える、外科手術用入口装置。
【００１７】
　（項目１１）
上記弾性部材が、セプタムシールであり、該弾性部材が、ほぼ平坦なシールを規定する、
項目１０に記載の外科手術用入口装置。
【００１８】
　（項目１２）
少なくとも１つの繊維ループが、上記ほぼ平坦なシールから長手軸方向に突出するような
寸法にされている、項目１１に記載の外科手術用入口装置。
【００１９】
　（項目１３）
上記少なくとも１つの繊維ループの上記内側ループ部分が、上記外科手術用物体の挿入の
際に長手軸方向への移動に供され、該内側ループ部分の該長手軸方向への移動は、該少な
くとも１つの繊維ループの上記外側ループ部分の半径方向内向きへの移動に関連する、項
目１２に記載の外科手術用入口装置。
【００２０】
　カニューレアセンブリを通して挿入される外科手術用器具を受容するための装置が開示
される。シール部材のオリフィスは、このカニューレアセンブリとほぼ整列する中心長手
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方向軸を規定する。このシール部材は、このオリフィスの周りで外科手術用物体と係合し
て流体密界面を形成するための、弾性部材を備える。繊維ループが、この弾性部分に少な
くとも部分的に包埋され、そしてこの器具の周りでこの弾性部分の中心部分を圧縮するよ
うに働く。この繊維ループは、このオリフィスの周りにループを形成し得、そしてこのシ
ールに同様に包埋された他の繊維ループと協働し得る。
【００２１】
　（要旨）
　本開示は、外科手術用器具の周囲のシールを維持しながら、外科手術用器具が組織部位
に接近することを可能にする、外科手術用入口装置を記載する。この入口装置は、入口部
材および入口シールを備え、この入口部材は、身体組織内に位置決めされるための寸法に
されており、そして組織部位へのアクセスを提供する通路を有し、この入口シールは、こ
の通路内に設置される。この入口シールは、弾性部材および少なくとも１つの繊維ループ
を備え、この弾性部材は、シール軸にほぼ沿った入口穴を有し、外科手術用器具に対して
実質的にシールされた関係を確立するように変形し得、この少なくとも１つの繊維ループ
は、この弾性部材に少なくとも部分的に包埋されている。この繊維ループは、内側ループ
部分および外側ループ部分を備え、この内側ループ部分は、この入口穴に少なくとも部分
的に外接し、そしてこの入口穴への外科手術用物体の挿入の際に、半径方向外向きの移動
に供され、そしてこの外側ループ部分は、この内側ループ部分の半径方向外向きの移動の
間に半径方向内向きに引かれる。この様式で、この繊維ループは、外側ループ部分の半径
方向内向きへの移動の際に、外科手術用物体の周りに弾性部材の中心部分を圧縮するよう
に適合され得る。この繊維ループは、実質的に非弾性の材料の可撓性の細いストランドか
ら形成され得、そして入口穴を実質的に囲むように配置されて、シール軸に対して中心が
ずれた位置にループ構造を形成し得る。この繊維ループは、連続的なループ部材を形成し
得、そして入口シールは、それぞれの繊維ループの内側ループ部分が少なくとも部分的に
重なるように配置された、第一の繊維ループおよび第二の繊維ループを備え得る。これら
の第一の繊維ループおよび第二の繊維ループは、ほぼ直径に沿って反対側にある関係で配
置され得、そして別の対の第一の繊維ループおよび第二の繊維ループにより収容され得る
。
【００２２】
　別の実施形態において、入口装置は、弾性部材および複数の繊維ループを有するシール
を備え、このシールは、シール軸に沿った外科手術用器具の通過を可能にするオリフィス
を有し、そしてこの複数の繊維ループは、この弾性部材に少なくとも部分的に包埋されて
おり、その結果、この繊維ループのそれぞれの内側ループ部分が、このオリフィスと少な
くとも部分的に外接し、そして外側ループ部分が、シール軸から相対的にずれている。外
科手術用物体をこのオリフィスに挿入すると、この内側ループ部分は半径方向に移動し、
外側ループ部分の対応する半径方向内向きへの移動を引き起こし、外科手術用器具の周り
でこの弾性部材を引き、実質的にシールされた関係を確立する。このシールは、ほぼ平坦
な構成を有するセプタムシールとして特徴付けられ得る。少なくとも１つの繊維ループは
、このセプタムシールによって規定されるほぼ平坦な面から長手軸方向に突出し得、その
結果、繊維ループの内側部分の長手軸方向への移動は、この繊維ループの外側部分の半径
方向内向きへの移動に対応する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明により、器具との強力な係合を提供し得るシールを有するカニューレが提供され
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　添付の図面は、本明細書に組み込まれ、そして本明細書の一部を構成する。これらの図
面は、本開示の実施形態を図示し、そして以下に与えられる実施形態の詳細な説明と一緒
に、本開示の原理を説明する役に立つ。
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【００２５】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　本開示は、ヒトの身体への、全ての型の外科手術用器具（クリップアプライア、把持具
、解剖器具、開創器、ステープラー、レーザーファイバー、写真デバイス、内視鏡および
腹腔鏡、管などが挙げられる）の導入を企図する。全てのこのような物体は、本明細書中
で一般的に「器具」と称される。図および以下の説明において、用語「近位」とは、慣例
的であるように、操作者に向く方向、または外科手術用デバイスもしくは器具の操作者に
近い方の相対位置をいい、一方で、用語「遠位」とは、操作者から離れる方向、または器
具の操作者から遠い方の相対位置をいう。
【００２６】
　最初に図１を参照すると、カニューレアセンブリ１００は、入口シール（例えば、自己
収縮型オリフィスシール）１０１を備える外科手術用入口器具である。カニューレアセン
ブリ１００の最遠位端には、入口部材（例えば、カニューレ）１１２が存在する。カニュ
ーレ１１２は、流体密の様式でシール本体１２２に接触するように構成された中空管であ
る。ポート１２４は、シール本体１２２の内側の空洞１２６と外部環境との間に、導管を
提供する。リップシール１２８は、遠位に延びる２つのリップ１３０を互いに密封係合さ
せるように付勢するように適合された弾性部材である。リップシール１２８は、シール本
体１２２の空洞１２６の内部に位置し、そしてスナップキャップ１３２によってこの空洞
に閉じ込められる。アダプタ１３６は、スナップキャップ１３２を下ハウジング１４２に
接続する。円形の開口部１４６が、下ハウジング１４２の近位端に位置する。自己収縮型
オリフィスシール１０１は、円形の開口部１４６の内部に位置し、そして任意の従来の手
段による、上ハウジング１４８の下ハウジング１４４への接続により閉じ込められる。カ
ニューレアセンブリ１００の各構成要素（リップシール１２８を除く）は、近位端から遠
位端へと延びる、中心長手方向軸とほぼ整列する中心通路を備える。
【００２７】
　操作において、カニューレ１１２の遠位端（図示せず）は、患者の体壁に作製された小
さい切開を通して挿入され、そして体腔内で、手術部位の近隣に位置決めされる。カニュ
ーレ１１２の近位端は、体壁の外側に残る。次いで、通気ガスがポート１２４を通して挿
入され得、そしてカニューレ１１２を通して体腔内へと遠位に方向付けられ得る。この時
点で、どの器具も使用中ではない状態で、リップシール１２６は、通気ガスが近位に移動
することを防止するゼロ閉鎖弁（ｚｅｒｏ　ｃｌｏｓｕｒｅ　ｖａｌｖｅ）またはシール
として機能する。外科手術用器具がカニューレアセンブリ１００に導入される場合、この
器具は、最初に、上ハウジング１４８を通して挿入され得る。外科医がこの器具を遠位に
移動させると、この器具は自己収縮型オリフィスシール１０１に遭遇し、このシールは、
以下に詳細に記載されるように、この器具のシャフトとの流体密接続を作製する。この器
具は、下ハウジング１４２、アダプタ１３６、およびスナップキャップ１３２を自由に通
過し得、その後、リップシール１２８に遭遇する。この器具は、リップ１３０を分離して
リップシール１２８を開き、そして通気ガスが自己収縮型オリフィスシール１０１の近位
に移動することを可能にする。この時点で、この器具が適所にある状態で、自己収縮型オ
リフィスシール１０１と器具のシャフトとの間の流体密接続が、通気ガスがカニューレア
センブリ１００からさらに逃れることを防止する。この流体密接続は、シール本体１２２
およびカニューレ１１２を通して組織を外科的に操作するために器具が使用され得る体腔
までこの器具が通される際に、維持される。
【００２８】
　ここで図２Ａを参照して、自己収縮型オリフィスシール２０１が、詳細に記載される。
自己収縮型オリフィスシール２０１は、セプタムシールとして特徴付けられ得る。セプタ
ムシールは、一般に、物体の外側表面を半径方向に圧縮するための特性を有する、実質的
に平坦なエラストマー部材として定義される。自己収縮型オリフィスシール２０１は、以
下に記載される２つの主要構成要素を備える。
【００２９】
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　第一に、弾性部材２１０が、エラストマー材料から形成される。種々の材料が適切であ
り得るが、種々のサイズの器具に特に適合可能にするために高い程度のコンプライアンス
を有する、低デュロメータのポリマーが選択され得る。中心オリフィス２１５は、弾性部
材２１０を通って延び、シール軸を規定し、そして外科手術用器具のための入口穴を提供
する。中心オリフィス２１５は、このオリフィスを通して挿入される器具を収容するため
に拡張し得る。弾性部材の内側部分２１７が、中心オリフィス２１５を直接囲む。弾性部
材の外側部分２１９は、内側部分２１７を囲み、そして弾性部材２１０の外周まで延びる
。
【００３０】
　自己収縮型オリフィスシール２０１の第二の主要構成要素は、繊維ループ２２０のセッ
トである。繊維ループ２２０は、弾性部材２１０に少なくとも部分的に包埋され、そして
任意の適切な手段によって包埋され得る。同時成形プロセス（例えば、インサート成形）
が使用され得、これによって、第一の材料が鋳型の空洞に注入され、そして少なくとも部
分的に硬化させられて、繊維ループ２２０を形成し、その後、この鋳型の空洞が、弾性部
材２１０を形成するための第二の材料を収容するように改変される。繊維ループ２２０は
、弾性部材２１０と適合性の任意の可撓性材料から形成され得、そして天然繊維を含んで
も合成繊維を含んでもよい（例えば、プラスチック、ゴム、ガラス、または金属）。繊維
ループ２２０は、実質的に非弾性であっても、弾性特性を有してもよいが、弾性部材２１
０よりは弾性が低く、その結果、両方の構成要素に付与される力が、弾性部材２１０より
も小さい程度まで繊維ループ２２０を伸長させるべきである。図２Ａに示されるように、
繊維ループ２２０は、連続的な細長いループ部材を形成し得る。各長いループ部材は、中
心からずれた様式で配置され、その結果、内側ループ部分２２７は、内側部分２１７にお
いて中心に位置し、そして外側ループ部分２２９は、弾性部材２１０の外側部分２１９に
位置する。繊維ループ２２０は、中心オリフィス２１５およびシール軸を実質的に囲み、
ループ構造を規定する。
【００３１】
　ここで図２Ｂを参照すると、操作において、器具シャフト２３０は、中心オリフィス２
１５を通して挿入され得る。器具シャフト２３０を収容するために、弾性部材２１０は変
形して中心オリフィス２１５を拡張させ、一方で、繊維ループ２２０は、このループ構造
の形状をゆがめる傾向を有する。繊維ループ２２０の内側ループ部分２２７は、半径方向
外向きに移動し、このループ構造を中心オリフィス２１５の近くで広げる。この広がりに
より、繊維ループ２２０において、外側ループ部分２２９を半径方向内向きに引く張力が
生じる。外側ループ部分２２９を内向きに移動させることにより、各ループ構造（弾性部
材２１０の外側部分２１９を含む）が、これらのループ構造が包埋されている材料上で半
径方向内向きに引かれる。このように内向きに引くことにより、弾性部材２１０を形成す
る弾性材料のより多くが、器具シャフト２３０を囲み、そしてこのシャフトに接触する。
器具シャフト２３０の周囲で圧縮される弾性材料の増加した量が、繊維ループ２２０によ
ってこの材料に付与される内向きの力と一緒になって、弾性部材２１０と器具シャフト２
３０との間に作製される、ぴったりした流体密接続を確立する。
【００３２】
　ここで図３Ａを参照すると、自己収縮型オリフィスシール３０１は、弾性部材３１０に
完全に包埋された、直径に沿って反対側にある２対の繊維ループ３２０を備える。ここで
また、各繊維ループ３２０は、中心オリフィス３１５を囲むループ構造を形成し、そして
連続的なループ部材を規定する。これらのループ構造は、図２Ａおよび図２Ｂの実施形態
においてのように弾性部材３１０の外側の境界までは延びず、各ループは細長く、その結
果、外側ループ部分３２９が中心オリフィス３１５から相対的にずれており、そして対応
するシール軸は、内側ループ部分３２７に関連する。この様式で、繊維ループ３２０は、
器具がループ構造の形状を変形させるにつれて、弾性部材３１０のいくらかの部分を引く
ように適合される。図３Ｂに見られ得るように、繊維ループ３２０は、互いに独立した連
続的なループ部材を形成し得、これらのループ部材は、オリフィス３１５の近くの重なり
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領域において、弾性部材３１０内で長手軸方向に間隔を空ける。他の実施形態は、繊維ル
ープの交差を可能にし得る。
【００３３】
　ここで図４を参照すると、自己収縮型オリフィスシール４０１の代替の実施形態は、弾
性部材４１０、中心オリフィス４１５、および成形された繊維ループ４２０を備え、これ
らの成形された繊維ループは、弾性部材４１０に部分的に包埋されている。成形された繊
維ループ４２０の内側ループ部分４２７は、弾性部材４１０から長手軸方向に突出してお
り、一方で、外側ループ部分４２９は包埋されている。成形された繊維ループ４２０は、
連続的なループ部材であり、中心オリフィス４１５および対応するシール軸を囲み、ルー
プ構造を形成する。成形された繊維ループ４２０は、上記のような様式で作用し得、これ
によって、このループ構造の幅の変化が、弾性部材４１０の一部分を半径方向内向きに引
く。さらに、内側ループ部分４２７の長手軸方向への移動は、弾性部材４１０の一部分の
半径方向内向きへの移動に寄与し得る。自己収縮型オリフィスシール４０１が、カニュー
レアセンブリ内で、内側ループ部分４２７が遠位に突出するように配向される場合、器具
が手術部位の方へと進められる際に、この器具は、弾性部材４１０から突出する内側ルー
プ部分４２７と係合して、内側ループ部分４２７を遠位に引き得る。内側ループ部分４２
７のこの長手軸方向への移動は、繊維ループ４２０に張力を生じ、この張力は、半径方向
内向きの成分を有する。繊維ループ４２０の包埋された部分を囲む弾性部材４１０の部分
は、この半径方向成分に起因して、半径方向内向きに引かれる。これにより、弾性部材４
１０が、オリフィス４１５および挿入された外科手術用器具の周りで圧縮される。
【００３４】
　次に図５Ａの実施形態を参照すると、自己収縮型オリフィスシール５０１は、弾性部材
５１０、中心オリフィス５１５および繊維部材５２０を備える。繊維部材５２０は、内側
繊維部分５２７および外側繊維部分５２９を備える。弾性部材５１０の弾性材料を引く連
続的なループ部材を形成する必要がない。図５Ｂに見られ得るように、器具シャフト５３
０を挿入すると、繊維部材５２０の内側繊維部分５２７が外向きに移動する。繊維部材５
２０は、弾性部材５１０より弾性が低いので、外側繊維部分５２９を半径方向内向きに引
くことによってその長さを維持し、内側繊維部分５２７の外向きの移動に適応する傾向が
ある。この様式で、弾性部材５１０は、中心オリフィス５１５の周りで圧縮される。
【００３５】
　上記開示は、明白さまたは理解を目的として、図示および例示としていくらか詳細に記
載されたが、特定の変化および改変が、添付の特許請求の範囲内でなされ得ることが明ら
かである。　
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本開示による自己収縮型オリフィスシールを組み込むカニューレアセン
ブリの分解斜視図である。
【図２Ａ】図２Ａは、弛緩状態にある、図１の自己収縮型オリフィスシールの上面図であ
る。
【図２Ｂ】図２Ｂは、外科手術用物体を収容するように変形した、図１の自己収縮型オリ
フィスシールの上面図である。
【図３Ａ】図３Ａは、完全に包埋された繊維ループがオリフィスからある程度の距離で延
びている、自己収縮型オリフィスシールの平面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａの線Ａ－Ａに沿って見た、自己収縮型オリフィスシールの断
面図である。
【図４】図４は、部分的に包埋された成形された繊維ループを有する、自己収縮型オリフ
ィスシールの斜視図である。
【図５Ａ】図５Ａは、繊維ループがまっすぐな構成で包埋されている、自己収縮型オリフ
ィスシールの平面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、外科手術用物体を収容するために変形した、図５Ａの自己収縮型オ
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リフィスシールの平面図である。
【符号の説明】
【００３７】
１００　カニューレアセンブリ
１０１　入口シール
１１２　入口部材
１２２　シール本体
１２４　ポート
１２６　空洞
１２８　リップシール
１３０　リップ
１３２　スナップキャップ
１３６　アダプタ
１４２　下ハウジング
１４６　開口部
１４８　上ハウジング

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】



(11) JP 5252694 B2 2013.7.31

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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